
特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金役員報酬規程

第 1条 (目 的)

この規程は,特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金 (以下「当法人」と

いう。)定款第 18条 (報酬等)に基づき,役員報酬について基本事項を定めることを目的と

する。

第 2条 (役員)

この規程で定める役員とは,当法人の理事および監事とする。

第 3条 (報酬及び費用の支給)

1。 当法人は,役員報酬は一切支給しない。

2.第 1条にかかわらず,当法人は,役員に対し,旅費等の実費は支給することができる。

3.第 1条及び第 2条にかかわらず,当法人は,当法人に対し通訳 。翻訳の役務を提供した

役員に対し,通訳・翻訳規定に基づき業務委託料を支給することができる。

第 4条  (補則)

この規程に関し,必要な事項は代表理事が別に定める。

附則

この規程は,2020年 5月 30日 から施行する。



特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金

職員給与規程

(目 的)

第1条 この規程は,特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金 (以下「当

法人」という。)の職員に対する給与の規定に関して,基本事項を定める。

(適用範囲)

第2条  この規程は,職員として採用された者に対して適用する。

(給与等の定義)

第3条  この規程で給与とは,職員に対して,労働の対価として支払われるものを言う。

(均等待遇)

第4条  当法人は,職員の国籍,信条または社会的身分を理由として,給与その他待遇に

おいて差別的取 り扱いをしてはならない。

(給与の決定)

第5条  職員の給与は,職員の勤務形態に応じて,代表理事がこれを定め、理事会に報告

するものとする。

(給与計算期間及び締め切 り日)

第6条  給与計算期間は,毎月 1日 から末日までとし,末日を締め切 り日とする。

(給与の支払日)

第7条  給与は毎月 25日 に支払う。ただし,支払日が金融機関の休日に該当するときは,

支払日の直前の金融機関の営業日に支払う。

(給与の支払方法)

第8条  給与は,職員に現金を手渡しまたは職員が指定した本人名義の預貯金口座への振

込により支払う。

2。 職員は,第 1項に基づき給与の支払を振込によりうけるときは,所定の手続により

給与の振込を受ける預貯金の口座を当法人に届け出なければならない。

(給与からの控除)



第9条  給与の支払に当たっては,各号に掲げるものを控除する。

(1)源泉所得税及び特別徴収による住民税

(2)雇用保険保険料の労働者負担分

(3)そ の他法令により控除が義務づけられているもの

(時間外・休日勤務手当)

第10条  時間外・休日勤務を命じた職員には,法令により計算した手当を支給しなければ

ならない。

(交通費)

第11条  職員の交通費は実費を支給するものとする。

(体暇)

第12条 職員には,法令に定められた有給休暇を与えなければならない。

(ネ甫貝1)

第13条  本規程に関し、必要な事項は代表理事が別に定める。

(改廃)

第14条  本規程の改廃は理事会の決議を経て行う。

附則

本規程は 2020年 5月 30日 より施行する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非 3 に定める事項を記載した書類54 2

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

1 してい

事 業 年 度
2020年 4月 1日～2021年 3月

31日
特定非営利活動法人化学兵器被害者支援

日中未来平和基金
法人名

収益の源泉別の明細

借入金の明細

金

円

円

円

円

円

額

64,362円

150,000円

2,698円

690,000円

976,773円

賛助会員受取会費

為替差益

受取寄附金

受取利息

正会員受取会費

収 益 源 泉 の 内 訳

円

円

計A
口

円

1,883,833円

先J土
]日

円

円

円

入 金    額

な し

円

円

円計△
ロ

な し

その他

32 。以下同じ



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

譲渡に る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及

(3)役務の に係る料金及

条  件  等譲 渡 資 産 の 内 容 料 金

定価1,300円ぼくは毒ガスの村で生まれた

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等貸 付 資 産 の 内 容 料 金

写真パネル貸し出し 5,000円

円

円

円

貸し出し 1回あたりの価格

円

円

円

円

円

料 金 条  件  等

円

円

な し

役 務 の 提 供 の 内 容

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲渡資産の内容等譲 渡 価 格
譲 渡

年月日

法人との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位5者

費用の生ずる取引の上位5者

＞

′
１

Ｒ

）

´

役員 ‐員

渡

社

譲

職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

の を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

106,000円
100,000円 ,賛助会員

会費 000

55,000円
50,000円 ,正会員会費

5,000円

45,000円
15,000円 ,賛助

円

38,000円
寄附金 33,000円 ,正 員

円

33,000円 寄附金

住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等氏名又は名称

198,000円

152,390円

143,000円

リーフレット印刷費

果

ン 用

の翻訳費用

.l:r-X Vr-,
郵便料金

リーフレット

99,220円

94,776円 倉庫賃借料



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用 。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

譲渡資産の内容等

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

翻訳

2020年
4月 1

日～ 5

月 27

日

198,000円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
2{) であるもの る 並びにその 日]

5 給与 に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関す

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額給 与 を 得 た 職 員 の 総 数

0円0人



6 :」L
υ ′‐ に関する した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施

7

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

別紙の通り
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計
760,880円

実  施  日 使 途 金   額

円

円

円

円

円

な し

円

円

円

円

円



寄附先一覧 別紙

出先の名称等 月 日 支出金額 (円 ) 寄附の目的等

2020/12/4
薬剤代の一部支

1

1,000人民元

2020/12/4 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/1 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/ 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

遺棄化学兵器被害者の薬剤代の
2020/12/4 15,

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/4 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/
遺棄化学兵器被害者の薬剤代

15,900
援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/4 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

遺棄化学兵器被害者の薬剤代の
2020/12/4 15,

援金 (海外送金)1,000人 民元

遺棄化学兵器被害者
2020/12/ 15,900

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/4 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/17 15,
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人民元

遺棄化学兵器被害者の薬剤代の
2020/12/ 15,900

援金 (海外送金)1,000人民元

１
■



寄附先一覧 別紙

の名称等 支出年月日 支出金額 (円 ) 寄附の目的等

2020/12/4 1
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人民元

2020/12/4 1
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/4 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/1 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/ 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

遺棄化学兵器被害者の検診の結果判明

2020/5/18 した病気の治療費用の支援金 (

金)2,000人民元

2()20/1 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/4 15,
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

2020/12/6 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

遺棄化学兵器被害者の薬剤代
2020/12/ 15,

援金 (海外送金)1,000人 民元

2()20/1 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

薬剤代の一部支
2020/12/4 15,

(海外送金)1,000人民元

の薬剤代の一部支
2020/12/4 15,900

援金 (海外送金)1,000人 民元

遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支
2020/12/ 15,900

(海外送金)1,000人民元

の薬剤代の一部支
2020/12/4 1

援金 (海外送金)1,000人民元

の薬剤代の一部支
2020/1 15,900

援金 (海外送金)1,000人民元

つ

４



寄附先一覧 別紙

吏出先の名称等 住所等 支出年月日 支出金額 (円 ) 寄附の目的等

2020/12/4
の薬剤代の一部支

15,900
援金 (海外送金)1,000人 民元

2〔)20/1

2020/12/

2020/12/

2020/12/

の薬剤代の一部支
15,900

援金 (海外送金)1,000人民元

15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人民元

15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人 民元

遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支
15,900

(海外送金)1,000人民元

の薬剤代の一部支
2020/12/5 15,900

(海外送金)1,000人民元

薬剤代の一部支
2020/12/4 15,

援金 (海外送金)1,000人 民元

の薬剤代の一部支
2〔)20/1 15,900

援金 (海外送金)1,000人民元

2020/12/ 15,900
遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支

援金 (海外送金)1,000人民元

の薬剤代の一部支
2020/12/4 15,

(海外送金)1,000人 民元

の薬剤代の一部支
2020/12/4 15,900

援金 (海外送金)1,000人民元

遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支
2020/12/ 15,900

援金 (海外送金)1,000人民元

2020/12/5

2020/12/4

2020/12/

の薬剤代の一部支
15,

(海外送金)1,000人 民元

の薬剤代の一部支
15,900

援金 (海外送金)1,000人民元

遺棄化学兵器被害者の薬剤代の一部支
15,900

(海外送金)1,000人民元

薬剤代の一部支
1

援金 (海外送金)1,000人民元
2020/12/4

（
５



法人名 特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1 昭貝の状況」から転記してくださしヽ

③及び⑤については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

②÷① ④÷◎

① ② ③ ④ ⑤

区  分

③ 2020年 4月 1日～2021年 3月 31日
19人 0人 0% 2人 10.5%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (:去第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 靱 動

鮭憲口曰

・ 認定基準等チェック表 (第 3鋤 :よ 法第55条第1項に基づく書類

付する必要があります:その場合、上記口の記載の必要はありません. “

J日耐断曜等提出ロロ|の提出時においても記載及び添

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出曰Dに記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項 目 ◎ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

ノ
“
ヽ

いいえ
ヽ中′

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び恨簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

′申ヽ
1まいヽ
V

はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえいいえ いいえ いいえ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

第 3表 (1爛

∝意|¬曰

認定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規経等田出罰Dに記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

Ｑ
Ｖ

記 載 要 領 注 意 事 項
項    目

イの各欄 区分欄の「⑥～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、【D」 、②」

及び 口④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 「上記を証する書類の名称とその内容

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え 等」欄には証する書類の内容を文言のと

lよ「定款 (又は会貝ID第〇条に『各正会員の表決権lよ おりに記載します。

平等なもの 』と規定」のよう ます。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 C)「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はい」

1二 』̈〔ユ_L`!型駒自墨旦」墜菫三画塑旦畳二蚕

付してください。

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から口①」)を示したものです。

じて行っている」の tllLr r tr. l-ot

した盪全二|よ 第3墨旦丞2二堕澄狙

織の状油 空置 L墨鯉こg至

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

(「④」から を示した

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とlよ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

o)aL\L\. E^nlEElcEEttb-f1.fri-tcs#rz0)Hi&nrEn6tr-c/er,rbo:D\ atll3E/cD*f" /a.*i. EEXEltlZOflfrrtA

EIlBtrl:L/er,){HrrD6Eet>, *f*}c l-ffiWEtrt/Et,)b0)l DtD6lLlc/*D, '3"8ft?;Hltt6r.&lt-cE:fti/.



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

磯野理

山田勝彦

藤井正賞

第 3表付表 1

∩

）

∩
）

平成 28年 10

月 20日 就任

∩

）

平成 28年 10

月 20日就任

法人名
特定非営利活動法人化学兵器被害

者支援日中未来平和基金
④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

人 人

人 人

役  員  数 19人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等 就任・退任
④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

淡路剛久 理事
（
∪

渡邊知行 理事
∩

）

南典男 理事
∩

）

小 野 由 紀 子

(富 永 由紀

子)

理事

∩

）

吉中丈志 理事

∩

）

理事

∩

）

理事

理事

理事

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

LILOU李 楼



宮城恵里子 理事
∩

）

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

∩

）

∩

）

∩

）

大谷猛夫

中村梧郎

人見剛

林公則 平成 28年 10

月 20日就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 29年 4月

4日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

平成 29年 4月

4日 就任

平成 28年 10

月 20日 就任

理事

理事

理事

理事

監事

理事

理事

理事

理事

∩

）

∩

）

（
∪

∩

）

∩

）

∩

）

吉田邦彦

小野寺利孝

菅本麻衣子

平松真二郎

藤澤整

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

入金伝票 単票 随時 10年

出金伝票 単票 随時 10年

10年

10年

10年

総勘定元帳 会計ソフト 鮨eee)使用

ルーズリーフ

随時

仕訳帳 会計ソフト∈∞e)使用

ルーズリーフ

随時

振替伝票

現金出納帳

単票 随時

帳圏 随時 10年

書式第9号 (法第44条。51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(配コ曖輪D
。 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝諏醐、「出金伝源u、 「振目困脚、l預金出納帳u、 「総勘定刀限!などのように記載します。

・ 「左の根簿等の形態」欄は、「単票日、りι″ズリーフ」、踊E丁帳簿」などのように配載します。

・ 『記帳の時期」欄は、:蘭時」、「毎日」、「―週間ごと」のように配載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した内容la変更

がないときは、添付を省略すること旋 きます。



法人名 特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又はi嘴1御舌動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業資の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

◎ ① 申i請時⑮ ◎ ①③項 目

有 。無 有 ・ 無 有 。無1有 。無 有 。無 有 。無有宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

有 ・ 無 有 。無 有 。無有 ・ 無 有 ・ 無有 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有 。無有 。無 有 ・ 無有 。無 有 。無 有 。無有

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申‐請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有・無 有。無 有・無 有。無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の禾l溢:の供

与の有無

⌒

有、じ
ヽ

'有

。無 有。無 有。無 有 。無 有。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有。無 有。無 有。無 有。無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・無 有・無 有。無 有 。無 有。無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) 制 動

儀意¬0
『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、『躍定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 い扱:び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

認定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

無

毎

回

無

無

熙



法人名 特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金 チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合に|よ 正当な理由がある場合を除きこれをその事
′

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、

口 各認定基準等|●歯含する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当す

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

ヘ 日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合にlよ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細則 (劉ジ」韻ID等力1ある場合に1よ 枷 1(ab場幌目D等を添付してくださしヽ

同  意

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登言剛 証明書の写し)

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

①l 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏渇並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥l支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

しない

イ

ロ

ハ

へ 、 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

エ ク表 5表)

∝重1申0
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出曰Dの提出時に記載及び添付する必要

があります.

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表 (第 8表)

帷意1申曰

・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出曰Dの提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第踊劫

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たってiよ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の配職の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑤ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 0無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした|事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 蔵鋤 :よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬幌程等提出鬱Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑤ ◎ ④ ◎ ① 申 請 時

有
⌒
【生□EJ
｀ヽ じ ア 有 0無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 0無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金 チェック欄

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは,鵬去204条等に1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 餞2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定
=」
壁笠』望昌

=コ
LL日壼堕塾⊆と獲□塑」国□匿1⊆』聾艶2墜」豊塁□匡」」L=]理目週塑E菫璽日董菫豊2塾」二重ヨニ重重112L』堕塵昌匡盟査LI量の」生』…並び

」二E:ヨ】墨」望:垂首塑:王」塁」ヨ:璧:墨:塾 iり1コ:菫:三!堕」壁塾⊇重望霊[立生塁型:主左量i圏:塾』些重]」:里1蟹:登皇」」l建:国 [旦団菫⊆Σ壼但堕塵と選型L菫二と窒:主)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

3

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営禾:括・動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営禾:1舌動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定

特定非営禾:脂動法人又は当該特例認定特定非営禾:括動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無

有

有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有
′nヽ
′

`LE 

ヽ
ヽ̀`  `′
ヽ_/

暴力団の構成員等の有無 有。(無〕

は い ・
９

“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

はい 。し|

う
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

は い ・

耐
議 (注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ｒ
０ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過 は い ・

ハ
０ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 Itur. r,(urx)

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 l*rrr. [rrD


